
 

 

 

 

 

７月１３日、大阪府労働委員会において、６月１２日私た

ちが申し立てた不当労働行為「掲示物不当撤去！」ならびに

「団交拒否！」について第一回の調査が開催されました。 

組合側から６名、会社側から４名が参加し今後の日程につ

いて協議を行い、８月２４日迄に会社側の準備書面を提出す

ることと、第二回目の調査を９月３日に開催すること等を決

定しました。 

組合員の皆さん！いよいよ府労委（Ｐ）闘争が始まりました。

大仕両分会はこの府労委（Ｐ）闘争を完全勝利し、会社の悪

辣な姿勢を会社内外に明らかにすると共に労働組合への支

配介入を断固許さない闘いとしてＪＲ東海労一丸となって闘

っていきます。 
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